
令和５年７月２５日 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付基準 

 

補助金の名称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金 

補助金の交付目的 原油価格・物価高騰による、教育・保育施設で提供される給食用の食材費

の上昇に対し、食材価格上昇分の一部を支援することで、給食の栄養バラン

スや量を確保するとともに保護者負担を軽減させることを目的とする。 

補助金の交付対象者 大津市内に設置された特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特

例保育を実施する施設の設置者（都道府県及び市区町村以外の設置者に限

る。） 

交付要件 （１）給食を常時提供していること。 

（２）令和５年４月から令和６年３月までの間、物価上昇に起因する給食

費実費徴収額の値上げをしないこと。 

交付取消し要件 （１）偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。 

（２）その他支給について不適当と認められるとき。 

補助金の額及び算定

方法 

施設・事業所ごとに次により算出された額。 

（１）新制度移行幼稚園 

単価２，９４０円 

×令和５年４月１日の入所児童数（※） 

（２）上記（１）以外の施設・事業所 

下記のア・イを合計した額。 

ア 単価６，１２０円 

×令和５年４月１日の入所児童数（※）（副食費免除対象者を除く） 

イ 単価３，７２０円 

×令和５年４月１日の入所児童数（※）（副食費免除対象者に限る） 

※いずれも広域受託児童数を含んだものとする。また、４月初日の利用児

童数により難い場合は、補助事業実施期間における各月初日の利用子ども

数の見込数の総数を補助事業実施期間の月数で除して得た数を用いること

とする。 

補助金交付事業の 

開始時期 

令和５年４月１日 

補助金交付事業の 

終了時期 

令和６年３月３１日 

※令和５年１０月１日時点で食料品価格高騰が収束し、保育所等が影響 

を受けないと知事が認める場合は、令和５年９月３０日を終期とする。 



その他 ・交付申請書兼請求書の提出期限については、別途交付申請にかかる案内

により通知する。 

・大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」とい

う。）第１５条の規定にかかわらず、補助金の額は、交付決定通知書（様式

第２号）により通知した額で確定するものとする。また、同条の規定によ

る通知は、同通知をもって通知したものとみなす。 

・ただし、規則第７条２項及び同第９条５項にかかる通知（以下、「決定変

更通知等」）を行った場合には、前項について、交付決定通知書（様式第２

号）を決定変更通知等に読み替える。 

様式 

 

 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書

（様式第１号） 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付決定通知書（様式第２号） 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付申請棄却（却下）決定通知書（様

式第３号） 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付決定取消通知書

（様式第４号） 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付決定変更通知書

（様式第５号） 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金返還通知書 

（様式第６号） 

担当部署 大津市福祉部子ども未来局保育幼稚園課 

 



様式第１号 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長           

 

 

 

       申請者 所在地                 

 

名 称                 

 

代表者名             ㊞   

 

 

 大津市補助金等交付規則第４条第１項及び第１８条第１項の規定により、大津市保育所等食料品価格

高騰対策支援金の交付について次のとおり申請・請求します。 

 

補 助 年 度  年  度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援事業 

交 付 申 請 額 

（ 内 訳 ） 

                    

円 

   

添 付 書 類  



様式第２号 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金の交付につい

て、次のとおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

補 助 年 度  年  度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援事業 

交 付 決 定 金 額 円   

交 付 条 件  

 



様式第３号 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付申請棄却（却下）決定通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大津市保育所等食料品価格高騰対策支援事業について、

次のとおり交付しないことと決定したので大津市補助金等交付規則第７条第２項の規定により通知しま

す。 

 

補 助 年 度  年  度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援事業 

交 付 申 請 金 額 円   

交 付 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 
 

 



様式第４号 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付決定取消通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市保育所等食料品価格高騰

対策支援金について、次のとおり交付決定を取り消したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規

定により通知します。 

 

補 助 年 度  年  度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援事業 

交 付 決 定 金 額 円   

取 消 金 額 円   

取消し後の交付決定金額 円   

取 消 し を し た 理 由  

 



様式第５号 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金交付決定変更通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

          様 

 

 

大 津 市 長              印 

 

     年  月  日付け大   第   号で交付の決定をした大津市保育所等食料品価格高騰

対策支援金について、次のとおり交付決定を変更したので大津市補助金等交付規則第９条第５項の規定

により通知します。 

 

補 助 年 度  年  度   

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援事業 

交 付 決 定 金 額 円   

決定内容又はこれに付 

した条件を変更する内容 
 

変 更 を し た 理 由  

 



様式第６号 

 

大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金返還通知書 

 

大      第   号 

年   月   日 

 

 様 

 

大津市長        印 

 

 

年  月  日付け大  第   号で補助金の交付の決定をした大津市保育所等食料品価格高騰

対策支援金について、大津市補助金等交付規則第２０条第１項の規定により次のとおり返還を請求し

ます。 

返 還 金                   円 

返 還 理 由   

返 還 期 限           年  月  日 まで 

補 助 年 度  年度 

補 助 事 業 の 名 称 大津市保育所等食料品価格高騰対策支援金 

交 付 決 定 ・ 確 定 金 額                     円 

補 助 金 の 既 交 付 金 額 

及 び 交 付 年 月 日  

                  円 

   年  月  日 

（注） 別添納付書により振り込んでください。なお、大津市補助金等交付規則第１９条第１項の規

定により交付の決定を取り消された場合において、返還期限までに納付されないときは、延滞金

を納付しなければなりません。 


